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「DV 相談プラス」では、多様なニーズに対応で

きるよう、毎日 24 時間電話相談対応のほか、

SNS・メール相談、WEB 面談、10 言語の外国語

での対応を行っています。また、相談にとどまら

ず、各地域の民間支援団体と連携し、必要な場合

には、同行支援等も行います。 

電話での相談（24時間対応） 

0120-279-889（つなぐ・はやく） 

SNS 等での相談は HPから  →  

（10 言語の外国語にも対応） 

DV 相談＋（プラス） 

 

「DV かも」「何かおかしい」「辛い」と感じてい

たら、ひとりで悩まず、ご相談ください。専門の

相談員が、親身に対応いたします。 

「DV 相談ナビ」では、最寄りの相談機関の窓口

に電話が自動転送され、直接ご相談いただくこと

ができます。 

 

【全国共通短縮番号】 

「#8008」(はれれば) 

※ご利用には通話料がかかります。 

※ご相談は各機関の相談受付時間内に限ります。 

※一部の IP 電話等からは繋がりません。 

 

栃木県内で「#8008」にかけると、 

「とちぎ性暴力被害者サポートセンター 

（愛称：とちエール）」に繋がります。 

【相談専門ダイヤル】028-678-8200 

【相談時間】月曜日～金曜日 9 時～17時 30 分 

     土曜日 9 時～12 時 30 分 

     緊急医療受付のみ 22 時まで 

祝日、創立記念日(5 月 30 日)、 

年末年始(12月 29 日～1 月 3 日) 

を除く 

DV 相談ナビ  

 

実施期間：令和 3 年 11 月 12 日(金)～25 日(木)  

11 月 25 日(木)：「女性に対する暴力撤廃国際日」 

 

テーマは「性暴力を、なくそう」です。 

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄

を問わず、決して許されるものではありません。

特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、スト

ーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラ

スメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著

しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形

成していく上で克服すべき重要な課題です。 

         

 

女性に対する暴力をなくす運動 

 

 

ひとりで悩まず、 
まずは相談！ 

 



 

 

 

 

 

 

性犯罪・性暴力被害者が必要な支援を受けられる

よう、夜間休日に対応できるコールセンターが開

設されました。 

コールセンターは、相談者の居住地等の「ワンス

トップ支援センター」と連携し、24時間 365日

の体制で被害者を支援します。 

【全国共通の短縮番号】＃8891 

【とちぎ性暴力被害者サポートセンター 

（愛称：とちエール）】028-678-8200 

※夜間休日はコールセンターに自動転送 

【コールセンターの運営時間】 

月曜日～金曜日：毎日 17 時～翌日 10時まで 

土・日曜日：土曜日 10時～月曜日 10 時まで 

国民の祝日：10 時～翌日 10 時まで 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）： 

12 月 29 日 10 時～1月 4 日の 10時まで 

性犯罪・性暴力被害者支援のための 

夜間休日対応コールセンターを開設 

 

 

 

キュアタイムでは、性暴力について、年齢、性別を

問わず、匿名でご相談いただけます。 

性的なことをされてイヤだったこと、つらいこと、

1 人で抱え込んでいることはありませんか？ 

ひとりで悩まないで、キュアタイムに相談してく

ださい。 

【URL】https://curetime.jp/ 

【受付時間】月・水・土曜日 17 時～21 時 

 

↓Twitter、Instagram もやってます！ 

【Twitter】curetime1 

【Instagram】curetime2020 

「Cure time(キュアタイム)」 

 

男女共同参画情報「みいな」は市内の金融機関や

農協、郵便局、病院、従業員 100 人以上の事業

所などの一部に設置して 

いただいています。 

ぜひご覧ください♪ 

みいなの設置場所 

 

 

家族の日  ：令和 3 年 11 月 21 日(日) 

家族の週間：令和 3 年 11 月 14 日(日)～ 

27 日(土) 

子供と子育てを応援する社会の実現のためには、

子供を大切にし、社会全体で子育てを支え、個人

の希望がかなえられるバランスの取れた総合的

な子育て支援を推進していく必要があります。 

家族と地域の大切さについて考えてみましょう。 

家族の日 家族の週間 

 

 

 

性の多様性について考えよう 

性的マイノリティについて、専門相談員が性的指

向や性自認に関する様々な悩みや不安などの相談

に電話で応じます。 

ご本人だけでなく、ご家族やご友人などからの相

談もお受けします。お気軽にご相談ください。 

 

【直通ダイヤル】028-665-8724 

        ※相談無料、秘密厳守 

【相談受付日時】毎月第 1・第 3 金曜日 

        17：30～19：30 

        ※祝休日及び年末年始を除く 

とちぎ「にじいろダイヤル」 
～誰もが自分らしく生きられる社会へ～ 


